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定期報告の受付時間について
● 受付期間終了後（12月1日以降）は、午前中のみの受付となります。ご注意ください。

〇 ４月１日～１１月３０日
午前９時～１２時 午後１時～４時

〇 １２月１日～３月３１日
午前９時～１２時 午後は事務処理の為、受付をお休みさせていただきます。

私は上記管理番号の定期調査・検査報告書の提出にあたり、

一般財団法人愛知県建築住宅センターの支援サービスを利用します。

令和 年 月 日

【イ.支払方法】

□ 現金支払い 名古屋事務所へ持参に限ります。

□ 請求書 電子メール 上記の問合せ先（持参者）
※１
のMailアドレスへ送信します。

□ 請求書 紙を送付 副本と一緒に送付（手渡し）します。

【ロ.請求書の宛名】 （請求書を分けて発行を希望される場合は、受付票を複数に分けて作成してください）

□ 上記の問合せ先（持参者）
※１

□ その他

【ハ.副本の送付先】

□ 上記の問合せ先（持参者）
※１

〒 名刺を貼り付けた場合は、記入不要です。

住所

□ その他

会社名

〒

住所

氏名 電話番号

支援サービスとは

署名

定期調査・定期検査報告　受付票

氏名

FAX

Mail

報告対象建築物名称管理番号

報告書を持参される方
(内容に関する問合せ先)

※１

右欄は、記入頂くか名刺を
貼り付けてください。

〇を付けて
ください

囲み内は、支援サービス（有料）を利用する方のみご記入ください

■定期調査・定期検査報告書の提出には、この受付票を添付してください。
■太枠内にご記入ください。
■報告書の様式につきましては、HPから必要な様式をダウンロードして頂きご利用ください。

会社名

TEL

携帯電話

一般財団法人　愛知県建築住宅センター

https://www.abhc.jp/jigyo/teiki/03hokoku.html?side=s_teiki
https://www.abhc.jp/jigyo/teiki/03hokoku.html?side=s_teiki


別記第2号様式

平成 28年 4 月 1日 制定 

平成 30年 4 月 2日 改定 

一般財団法人 愛知県建築住宅センター 

特定建築物等定期報告業務約款 

（責務） 

第１条 特定建築物等定期報告書の提出者で、一般財団法人愛知県建築住宅センター特定建築物ならびに建築設備等 

定期報告業務規程（以下「業務規程」という）による支援サービスを受ける者（以下「甲」という。）と一般 

財団法人愛知県建築住宅センター（以下「乙」という。）は、この約款に定められた支援サービス業務を内容 

とする契約（以下「この契約」という。）を履行する。 

2  この契約は、甲が定期調査報告書又は定期検査報告書（以下「報告書」という。）を提出するにあたり、乙が 

定める業務規程による受付票の内容を確認の上、甲の署名をもって、締結がなされたものとする。 

3  乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、業務規程に定められた業務を次条に規定する日（以下「業務期日」 

という。）までに行わなければならない。 

4  甲から乙の業務の内容について説明を求められたとき、乙は速やかにこれに応じなければならない。 

5  甲は、別に定める業務規程による支援サービス料に基づき定められた額を、契約が締結される日（以下「契約 

日」という。）までに支払わなければならない。ただし、乙が別に定める方法による場合はこの限りではない。 

なお、支払いに要する費用は、甲の負担とする。 

6  甲は、乙の請求があるときは、乙の業務遂行に必要な範囲内において、特定建築物等定期報告業務（以下「定 

期報告業務」という。）に関する必要な情報並びに追加資料を遅延なくかつ正確に、乙に提出しなければならない。 

（業務期日） 

第２条 乙の業務期日は、前条第２項の契約締結の日から 30 日とする。 

2 乙は、甲が前条第５項及び第６項に定める責務を怠った場合、天災その他乙の責に帰することができない事由 

により期日までに業務を完了することができない場合、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延長を請求す 

ることができる。 

3 前項の場合、乙が業務期日を延長したことによって甲に生じた損害については、乙は甲との賠償の責に任じな 

いものとする。 

（秘密保持） 

第３条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密及び個人情報を漏らし、又は自己の利益のために使用して 

はならない。 

（個人情報の取扱い） 

第４条 乙は、個人情報の保護に関する法令を遵守し、甲から得られた個人情報は、定期報告業務の実施及びその連帯 

事業の実施に必要な範囲でできるものとする。 

（別途協議） 

第５条 この契約に定めのない事項及び、この契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲乙信義誠実の原則に 

則り協議の上、定めるものとする。 

 

一般財団法人　愛知県建築住宅センター


